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公用車売却要領（一般競争入札） 

 

 一般競争入札による公用車の売払いは、購入希望者に入札に参加していただき、予定価格以上で

最も高い価格を付けた方を購入者に決定する方法です。 

物件の購入を希望される方は、この要領を承知の上、お申込みください。 

 

１ 一般競争入札により売払いする物件 

（１）売払い物件 

車名 

（登録番号） 
初度登録年月 

予定価格 

(消費税及び地方消費

税額を含む) 

いすゞ フォワード 

（山口 800す 834） 
平成 21年 11月  330,000円 

 

（２）売払い物件仕様 

別紙仕様書により、ご確認ください。 

売払い物件は事前確認することができますので、入札参加申込みに当たっては、状態を確

認し、現状渡しを承諾した上で、入札参加の申込みをしてください。 

 

（３）売払い物件の事前確認 

車両の確認を希望される場合には、事前に担当部署と日時について調整し、期日までに確

認を行ってください。 

ア 担当部署 長門市役所三隅支所  

電話 0837-43-0221 

イ 確認期間 令和８年７月９日(木)～令和８年７月 28日(火) 

※土・日・祝日を除く 

午前９時～午後４時 30分 

ウ 物件の保管場所 長門市役所三隅支所（長門市三隅中 1473番地） 

※物件の事前確認をしなくても入札参加できますが、現状渡しとなりますので、入札参加

申込みをした人は、売払い物件状態を承諾されているものとみなします。 

 

 ２ 入札申込の受付等 

この入札に参加を希望される場合は、事前に以下（１）～（４）に沿った申込みが必要です。 

（１）申込方法 

必要書類を直接持参又は郵送により提出してください。 

※電話、ファックス及び電子メールによる申込みは不可 

（２）受付期間 

令和８年７月９日（木）～令和８年７月 28日（火）※土・日・祝日を除く 

    午前８時 30分～午後５時 15分 

（３）提出先 
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   〒759－3802 長門市三隅中 1473番地 

長門市役所三隅支所 ℡ 0837-43-0221 

※郵送による場合でも７月 28日(火)午後５時 15分までに必着 

（４）申込みの際の必要書類 

ア 入札参加申込書（様式１） 

イ 法人登記簿謄本の写し（発行から３か月以内） 

※個人にあっては、運転免許証等身分証明書の写し 

ウ 誓約書（様式２） 

エ 住所地・所在地における市税完納証明書（滞納のない証明書） 

    ※イ、ウについては、令和 7・8・9年度長門市競争入札等参加資格者名簿に登録されてい 

る者は提出不要です。 

 

３ 入札参加者の資格に関する事項 

入札に参加できる者は、日本国内に住民登録をしている個人（18 歳未満は除く。）又は日本国

内で法人登録をしている法人で次に掲げる事項に該当しない者とします。 

（１）地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 238条の３に規定する公有財産に関する事務に従

事する職員 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。）第 167 条の４第１項に

該当する者 

（３）令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった

日から３年を経過しないもの 

（４）市税等に滞納がある者 

（５）次のいずれかに該当する者、又はその事実があった後２年を経過しない者（その者を代理

人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む。）  

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号。以下「暴

力団対策法」）第２条第６項に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で

あるとき 

イ 自己、所属する法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団対策法第 2条第 2号に規定する暴力団（以下「暴力団」

という。）の威力を利用したとき 

ウ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、

暴力団、暴力団員又はその指定した者に対し、金品その他の財産上の利益又は便宜

を供与したとき。 

エ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき 

オ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147 号）

第５条第１項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成

員 

 

４ 入札方法 

（１）入札書の提出 

直接持参又は郵送により提出してください。 
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郵送による場合は、一般書留又は簡易書留により提出してください。 

なお、令和 7・8・9年度長門市競争入札等参加資格者名簿に登録されていない場合は、参 

加者資格の確認に数日を要します。確認が取れてからの入札提出となりますので、ご了承

ください。 

（２）入札書の提出期限 

令和８年８月４日（火） 午後５時 15分まで ※土・日・祝日を除く 

※郵送による場合は期限日時までに必着 

（３）提出先 

〒759－3802 長門市三隅中 1473番地 

長門市役所三隅支所 

電話 0837-43-0221 

（４）入札回数 

入札の回数は１回とします。 

（５）入札保証金・契約保証金 

   免除とします。 

 

５ 入札に必要な書類 

（１）入札書（様式３） 

作成した入札用封筒の中に入札書を入れて、封かんしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）郵送の場合 

ア 郵送の場合は、郵便用の外封筒を、別途用意してください。 

イ 外封筒の中に、封かんした（１）の入札用封筒を入れて、郵送してください。 

 

６ 入札書の作成 

入札書（様式３）は次のとおり作成してください。 
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○封筒は、宛先、件名、入札書在

中、提出年月日、会社等の所在

地及び名称（個人の場合は氏

名）を記入してください。 

 

○縦書き・横書きのいずれでもか

まいません。 

 

○会社名等があらかじめ印刷さ

れている封筒を使用いただい

ても結構です。 

 

○封印は入札書の印と同一にし

てください。 

入札用封筒記載例 表          裏 
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（１）入札参加者は別に定める入札書に住所、氏名（名称）を記入の上、押印してください。 

（２）入札書への金額記入は、算用数字を使用し、最初の数字の前に「￥」または「金」を記入

してください。 

（３）入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税額を含めた金額を記載すること。 

（４）入札済みの入札書は、いかなる理由があっても、書き換え、引き換え、又は撤回すること

はできません。 

 

７ 無効入札 

 次のいずれかに該当する場合は、その入札は無効となります。 

（１）入札に参加する資格のない者が入札したとき 

（２）入札書に入札者の記名、押印がないとき 

（３）必要な記載事項が確認できない入札をしたとき 

（４）入札に際し他人を脅迫するなど不正な行為があったとき 

（５）入札書の入札金額を訂正して入札をしたとき 

（６）入札書の入札金額以外の記載事項を訂正し、挿入し、又は削除した場合において、その箇

所に押印がないとき 

（７）同一人が、一度に２通以上の入札書を提出したとき 

（８）その他、入札条件に違反したとき 

 

８ 開札、落札者の決定 

（１）開札を行う日時及び場所 

日時 開札場所 

令和８年８月５日（水）午後２時～ 長門市役所三隅支所 

開札の立会いを希望する場合は８月４日（火）までにご連絡ください。 

（２）落札者の決定・通知 

ア 有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が予定価格以上で、かつ、

最高の価格をもって入札した者を落札者とします。 

イ 落札者になるべき者が 2人以上あるときは、開札後直ちに行うくじにより決定しま

す。くじ引きは、入札事務に関係ない職員にくじを引かせて決定します。該当者が

会場にいるときは、その該当者がくじを引きます。 

ウ 落札者は、その権利を他者に譲ることはできません。 

エ  通知は落札者のみとします。 

 

９ 売買契約の締結 

（１）市と落札者は、特段の事情がある場合を除き、落札日の翌日から 14 日以内に当該物件

の売買契約を締結するものとします。（売買契約は、落札者名義で締結することとなりま

す。） 

（２）落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札はその効力を失います。 

（３）契約に係る費用は、落札者の負担となります。 

  （４）契約金額は落札額にリサイクル料（12,180円）を加えたものとなります。 
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１０ 売買代金の支払方法 

 落札者は、契約を締結した日から起算して 14 日以内に売買代金を長門市の指定口座に振込

みにより納付してください。 

 

１１ 所有権の移転及び車両の引渡し 

（１）売買代金が完納された時に、所有権が移転するものとします。 

（２）落札者は、売買代金を納入した後、所有権の移転等手続き及び自動車損害賠償責任保険証

明書の保険契約者の住所・氏名の名義変更手続きを行ってください。 

（３）所有権の移転登記及び自動車損害賠償責任保険証明書の保険契約者の住所・氏名の名義変

更に必要な費用は落札者の負担となります。 

（４）所有権の移転登記及び自動車損害賠償責任保険証明書の保険契約者の住所・氏名の名義変

更完了後、物件を現状のまま引き渡します。引き渡しまでの期間使用しないため、バッテ

リー上がりしている可能性がありますので、落札者の負担でブースターパック等持参しご

対応ください。 

（５）物件の引渡しは売買代金の納入及び所有権の移転及び自動車損害賠償責任保険証明書の保

険契約者の住所・氏名の名義変更の完了を確認した後とします。 

※名義変更が完了する前であっても、特に必要があると認められるときは、引渡しをする

ことができますので、ご相談ください。 

（６）落札者は、車両引渡しの際に受領証を提出してください。 

（７）物件の搬出にあたっては、落札者の負担により必要な措置を講じてください。 

（８）車体に描かれている「長門市」の名称及び「標語」は全て、落札者の負担により除去して

ください。 

（９）引渡後の不調や故障についての補償は一切行いません。 

（10）落札者は、引渡を受けた日から 30日以内に次の書類等を提出してください。 

ア 所有者変更後の車検証の写し又は一時抹消登録証の写し 

イ 保険契約者の住所・氏名の名義変更後の自動車損害賠償責任保険証明書の写し   

ウ 車体に描かれている「長門市」の名称を除去した写真 

 

１２ 入札結果の公表 

 今回の入札の結果については、以下により公表します。 

（１）公表の場所  長門市情報公開コーナー 

（２）公表内容   入札日時・物件名及び入札金額 

（３）公表時期   公表した日の翌日から起算して１年が経過する日まで公表します。 

 

１３ かし担保責任 

   落札者は、物件の引渡後、引渡車両に隠れたかしのあることを発見しても損害賠償の請求又は契 

約の解除ができないものとします。 
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別紙仕様書 

 

物件番号１ 

車名 いすゞ フォワード 

登録番号 山口 800す 834 

型式  ＰＫＧ－ＦＲＲ９０Ｓ２ 

原動機の形式 ４ＨＫ１ 

初度登録年月 平成 21年 11月 

自動車の種別 普通（６速ギア MT車） 

用途 特殊 

車体形状 塵芥車 

乗車定員 ３人 

車両重量（車両総重量） 5,530kg（7,995kg） 

長さ・幅・高さ 669cm・220cm・251cm 

総排気量 5.19L 

燃料の種類 軽油 

車検満了日 令和８年 11月 26日 

走行距離計表示値 346,502ｋｍ（令和８年６月 30日現在） 

予定価格 330,000円 

備考 

・スタッドレスタイヤ装着中 

・フロントドア（運転席側）閉扉不良による隙間 

 からの浸水あり 

・クラッチのすべり症状あり 

・マフラーの排ガス不具合あり（警告灯が頻繁に 

点灯する） 
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【現況写真】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

除去する文字 

「長門市」２箇所（左右側面ドアに 1箇所づつ） 

「標語」２箇所（左右側面ボディに１箇所づつ） 


